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（目的）
第 ２ 条　1997 年西日本区発足以来 20 年にわたる会員減少と高齢化による衰退傾向に歯止めをかけ、発足時のワイズ力を取り戻し、更
なる発展に向かっての将来構想の策定と実現を目指す活動を行う。
 ２．前項の目的を達成するため、長期計画の立案と実践活動に努める。
 　②　関連する事業委員会・常置委員会・特別委員会の活動との協働を図る。
 　③　会員に対して本委員会の活動の進捗状況の報告と協力理解を求める。
（位置）
第 ３ 条　本委員会は、定款施行細則第 16 条第１項に基づき特別委員会として設けられる。
（構成）
第 ４ 条　本委員会は、理事が任命した委員長および委員長が推薦し理事が任命した数名の委員で構成される。
 ２．本委員会の開催は、委員長および委員による通常委員会と、関連する事業委員会・常置委員会・特別委員会の委員長が参加する拡
大委員会の２種とし、本委員会委員長により召集開催される。

 ３．本委員会は、理事の承認を得て小委員会を設置することができる。
（任期）
第 ５ 条　委員長および委員の任期は２年として３期までの再任を妨げない。
 ２．期途中で選任される委員の任期は、選任年度の翌年度末までとする。
（役職委員）
第 ６ 条　本委員会は、次の役職を置く。
 委員長　１名　　副委員長　１名　　書記　１名
（役職委員の職務）
第 ７ 条　委員長は、本委員会を統括し委員会を代表する。
 ２．副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは代行する。
 ３．書記は、本委員会に関する庶務事項を執り行う。
（付則）
第 ８ 条　この規則に定めのない事項は本委員会で協議され、理事の承認を得るものとする。
 ２．この規則は、区役員会の承認を経ることにより改正することができる。
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西日本区緊急災害対応規則

（目的）
第 １ 条　日本国内で甚大な災害が発生した場合に、西日本区ワイズメンズクラブとしてどのように対応するか、基本的なルールを定め
ておく。なお、国外においても特別に重大な災害が発生した場合には、この規則に準じて取り扱うことが出来る。
（災害対策本部の設置と解散）
第 ２ 条　国内で甚大な災害が発生した場合には、理事は災害発生から２日以内に常任役員会を開催（電話又はメールも可とする）し、
西日本区の災害対策本部を立ち上げ西日本区内の全クラブと東日本区や日本YMCA同盟等の関係先に通知する。
緊急連絡先として本部長（理事）及び本部事務局長の携帯電話と電子メールを伝える。
 ２．災害対策本部は当初常任役員と理事事務局長及び事務所職員の８名で構成する。その後必要に応じ理事が最小限の本部役員を追加
任命することが出来る。

 ３．災害対策本部の任期は概ね１年とするが、解散時期は常任役員会が決定する。
 ４．理事が災害対策本部の本部長を担い、事務局長や会計責任者等必要な担当役員を早急に任命する。
 ５．本部長が被災しその任を遂行できない場合は、直前理事がその任に当たる。
（被災地対策本部）
第 ３ 条　被災地が西日本区の場合、被災地対策本部の設置を理事が当該部長に指示する。
被災地対策本部は原則として被災地の部長及び部キャビネットで構成するが、必要に応じて直前部長、次期部長、被災地クラブ会長等
を加えて構わない。
 ２．また当該部長が被災し、被災地対策本部の責任を担えない場合は、直前部長又は他の適任者を理事が部長とも相談の上で指名する。
 ３．被災地対策本部はワイズ関係者やYMCA関係者の被災状況を早急に確認し、必要な情報を西日本区災害対策本部やYMCAに通
知すると共に緊密な連携を図る。被災地で緊急に必要となる支援物資や被災者支援ニーズを確認し、災害対策本部と連携して被災者
支援体制を構築し、災害復旧に努める。任期は区の対策本部と連動させ、解散時期は関係者が協議して決定する。

（緊急災害支援金）
第 ４ 条　災害対策本部は災害の状況を把握したうえで、災害発生から５日以内に緊急災害支援金の支給額を仮決定する。その後地域奉
仕・環境事業（以下CSと略す）主任に指示し、緊急のCS事業委員会を開催（電話・メールも可）し、緊急災害支援金の金額、支出
項目等を決め西日本区事務所に送金を依頼する。災害発生から原則 10 日以内に被災地に届ける。緊急災害支援金は原則としてCS資
金より拠出し、災害状況に応じ災害対策本部とCS事業委員会で決定する。
（緊急災害支援物資）
第 ５ 条　災害対策本部は被災地対策本部やYMCAと協議して、災害支援物資について必要項目、必要量、優先度等を確認する。また
被災地までの集配体制、輸送方法等を検討した上で、西日本区の各クラブに呼び掛け、適時に被災地に届ける調整を図る。災害支援物
資は時間の経過と共に変化するので、被災地対策本部やYMCAと確認を取りながら各クラブに協力要請する。
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